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保存樹の追加指定について 

 

 

１ 保存樹の追加指定の経過 

 

 京都市は、「京都市緑化の推進及び緑の保全に関する条例」に基づき、平成１３年度～１７年

度にかけて４１件（４７本）の保存樹を指定した。 

 しかし、その後、保存樹は、枯死等により３１件（３６本）まで減少してしまったため、令和

元年度から、保存樹の追加指定に係る調査を進め、令和６年度に追加指定候補樹木（計１４件）

の選定が完了した。 

 令和７年度は、選定した樹木について、所有者の意向確認及び健全度調査を実施してきており、

その結果を踏まえ、追加指定についてお諮りする（参考資料１参照）。 

 

 

２ 令和７年度の確認結果 

 

 選定した樹木の健全度調査の結果は以下のとおり。 

 （※ 各樹木の概要は、資料１－２参照） 

 

  （表１）確認結果（表２、表３、参考資料２参照）（※１） 

整理 

番号 
行政区 本数 場所、樹種 

衰退度 

（※２） 

① 北区 １ 中川八幡宮のスギ Ⅱ 

② 北区 １ 平野神社のクスノキ Ⅱ 

③ 上京区 １ 護王神社のカリン Ⅰ 

④ 左京区 １ 八大神社のクロガネモチ Ⅰ 

⑤ 東山区 ２ 長楽館のヒマラヤスギ（※3） Ⅰ 

⑥ 山科区 １ 毘沙門堂のシダレザクラ Ⅰ 

⑦ 下京区 １ 松尾神社西七条御旅所（本殿前）のクスノキ Ⅱ 

⑧ 南区 １ 吉祥院石原町のアカマツ Ⅰ 

⑨ 伏見区 １ 藤森神社のクスノキ Ⅱ 

⑩ 伏見区 １ 八大龍王弁財天のイチョウ Ⅰ 

⑪ 伏見区 １ 誕生寺のイチョウ Ⅰ 

※１ 追加指定候補樹木１４件のうち、３件は指定の同意が得られなかった。 

※２ 衰退度（健全度）：５段階判定（Ⅰ～Ⅴ）（参考資料３参照） 

   （Ⅰ：良 Ⅱ：やや不良 Ⅲ：不良 Ⅳ：著しく不良 Ⅴ：枯死寸前） 

   （⇒ 衰退度がⅠ～Ⅱであれば、樹木の健全度は支障ないと判断） 

※３ 当初、１本を保存樹指定することを想定していたが、健全度調査時に改めて現地を確認

した結果、近接して植栽されているもう１本のヒマラヤスギも追加指定候補とした。 
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  （表２）行政区別保存樹件数 

行政区 ①当初指定件数 ②現存保存樹件数 ③追加指定件数 
④追加指定後件数 

 （②＋③） 

北区 ４ ３ ２ ５ 

上京区 ４ ３ １ ４ 

左京区 ５ ２ １ ３ 

中京区 ３ ３ ０ ３ 

東山区 ４ ３ １ ４ 

山科区 ４ ３ １ ４ 

下京区 ３ ３ １ ４ 

南区 ３ ３ １ ４ 

右京区 ５ ３ ０ ３ 

西京区 ２ ２ ０ ２ 

伏見区 ４ ３ ３ ６ 

計 ４１ ３１ １１ ４２ 

 

  （表３）樹種別保存樹件数 

樹 種 現存保存樹 追加指定 計 備 考 

イチョウ ６ ２ ８  

クスノキ ５ ３ ８  

ムクノキ ３ ０ ３  

クロガネモチ ２ １ ３  

ヤマザクラ ２ ０ ２  

アカマツ １ １ ２  

その他（※） １２ ４ １６  

計 ３１ １１ ４２  

※ カツラ、カリン、クロマツ、ケヤキ、サザンカ、サルスベリ、シダレザクラ、スギ、スダ

ジイ、ソメイヨシノ、タカオカエデ、タラヨウ、ハクモクレン、ヒマラヤスギ、ムクロジ、

ヤマモモ（各１件） 

 

３ 今後の予定 

 

  （表４）今後の予定 

時 期 実施項目 内 容 

令和８年３月 追加指定手続き 審議会の承認をいただいた後、指定に向けた

手続き開始 

 保存樹指定 保存樹の追加指定 

 所有者への通知 所有者に保存樹に指定した旨を通知 

令和８年４月以降 追加指定に伴う各種 

作業等 

報道発表、ホームページ更新、保存樹への標

識設置等 
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参考資料１ 

 

＜保存樹追加指定の流れ＞ （グレー：完了） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

調査樹木抽出 

「区民の誇りの木」の中から、一定の要件を満たす樹木を抽出 

 （区民の誇りの木９０１件から４０３件を抽出） 

現地調査 

 調査樹木の現地調査を行い、以下の７項目を判定 

（①樹形 ②衰退度 ③景観性 ④立地性 ⑤歴史性 ⑥視認性 ⑦大きさ） 

総合判定 

 現地調査結果を踏まえて総合判定を行い「追加指定候補樹木」を選定 

「追加指定候補樹木」決定 

 判定結果を都市緑化審議会に諮り「追加指定候補樹木」を決定 

詳細調査 

「追加指定候補樹木」について、所有者の意向確認及び樹木の健全度調

査を実施 

「追加指定樹木」承認 

 詳細調査の結果を都市緑化審議会に諮り「追加指定樹木」を承認して

いただく 

保存樹指定（決定） 

 保存樹の追加指定の手続きを進め、追加指定を決定 

 決定後、所有者にその旨を通知 

令
和
元
年
度
～
令
和
６
年
度 

令
和
７
年
度 

追加指定に伴う各種作業等 

 報道発表、ホームページ更新、保存樹への標識設置等 
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参考資料２ 

 

○保存樹一覧表（追加指定後の一覧（案）） 

番号(※) 行政区 本数 場所、樹種 指定年度 

３ 左京区 １ 鷺森神社のヤマザクラ Ｈ１３ 

４ 中京区 １ 北野天満宮御旅所のクロガネモチ Ｈ１３ 

５ 東山区 １ 養源院のヤマモモ Ｈ１３ 

６ 山科区 １ 音羽前出町のソメイヨシノ Ｈ１３ 

７ 下京区 １ 龍谷大学大宮学舎のイチョウ Ｈ１３ 

８ 南 区 １ 宇賀神社のムクノキ Ｈ１３ 

９ 右京区 １ 斉宮神社のムクノキ Ｈ１３ 

１０ 西京区 １ 上桂御霊神社のクスノキ Ｈ１３ 

１２ 伏見区 １ 久我神社のクスノキ Ｈ１３ 

１３ 北区 １ 招善寺のハクモクレン Ｈ１４ 

１４ 北区 １ 今宮神社のムクロジ Ｈ１４ 

１５ 上京区 １ 古義堂のクロマツ Ｈ１４ 

１９ 下京区 １ 西本願寺のイチョウ Ｈ１４ 

２０ 右京区 １ 嵯峨越畑北ノ町のサザンカ Ｈ１４ 

２１ 上京区 １ 雨宝院のアカマツ Ｈ１５ 

２２ 中京区 １ 本能寺のイチョウ Ｈ１５ 

２３ 東山区 １ 安祥院のヤマザクラ Ｈ１５ 

２４ 東山区 １ 新日吉神宮のスダジイ Ｈ１５ 

２５ 山科区 １ 華山寺のケヤキ Ｈ１５ 

２６ 南区 ３ 光福寺のクスノキ Ｈ１５ 

２８ 右京区 １ 印空寺のタラヨウ Ｈ１５ 

２９ 左京区 １ 満足稲荷神社のクロガネモチ Ｈ１６ 

３０ 中京区 ２ 聖三一幼稚園のイチョウ Ｈ１６ 

３１ 下京区 ３ 菅大臣神社のイチョウ Ｈ１６ 

３２ 南区 １ 浄禅寺のクスノキ Ｈ１６ 

３３ 西京区 １ 三宮神社のムクノキ Ｈ１６ 

３４ 伏見区 １ 清凉院のサルスベリ Ｈ１６ 

３５ 北区 １ 賀茂別雷神社末社藤木社のクスノキ Ｈ１７ 

３６ 上京区 １ 本隆寺のタカオカエデ Ｈ１７ 

３９ 山科区 １ 若宮八幡宮のカツラ Ｈ１７ 

４１ 伏見区 １ 三栖神社のイチョウ Ｈ１７ 

４２ 北区 １ 中川八幡宮のスギ Ｒ７ 

４３ 北区 １ 平野神社のクスノキ Ｒ７ 

４４ 上京区 １ 護王神社のカリン Ｒ７ 

４５ 左京区 １ 八大神社のクロガネモチ Ｒ７ 

４６ 東山区 ２ 長楽館のヒマラヤスギ Ｒ７ 

４７ 山科区 １ 毘沙門堂のシダレザクラ Ｒ７ 

４８ 下京区 １ 松尾神社西七条御旅所（本殿前）のクスノキ Ｒ７ 

４９ 南区 １ 吉祥院石原町のアカマツ Ｒ７ 

５０ 伏見区 １ 藤森神社のクスノキ Ｒ７ 

５１ 伏見区 １ 八大龍王弁財天のイチョウ Ｒ７ 

５２ 伏見区 １ 誕生寺のイチョウ Ｒ７ 

４２件  ４８本   

※ 枯死等により指定解除したものを除いたため番号が飛んでいる。 
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参考資料３ 

 

○樹木の衰退度判定票（使用した判定票（(一財)日本緑化センターＨＰからダウンロード）） 
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参考資料４ 

○ 保存樹の追加指定の方法について（Ｒ１～Ｒ６） 

 

（１）選定手順 

 

 ア 「区民誇りの木」を行政区別に整理し、毎年、１～３行政区の樹木（調査樹木） 

  について現地調査を行う。 

 イ 現地調査を行い、現地調査判定項目①～⑦を判定。 

 ウ 現地調査の結果（項目①～⑦の判定結果）を踏まえ、当該樹木を総合的に判定。 

 エ 判定結果を都市緑化審議会に諮り、『追加指定候補樹木』を決定。 

 

 

（２）調査樹木の抽出方法等 

 区民の誇りの木９０１件から、次の条件の樹木を除外（除外後計４０３件）。 

 

  ・ 天然記念物（国）、京都市指定天然記念物 

  ・ 国又は地方公共団体の所有並びに管理に係る樹木 

  ・ 既に京都市の保存樹に指定された樹木等 

  ・ 既に伐採された区民の誇りの木 

  ・ 過去に保存樹候補になったが同意が得られなかった樹木 

 

 

（３）現地調査の判定 

 現地調査は以下の７つの項目を判定。 

（現地調査の判定項目） 

項目 内容 

①樹形 
樹形が樹木固有の形状を保っている又は剪定等により良好な形状を保ってい

るか 

②衰退度 健全な樹木であるか 

③景観性 樹容が美観上優れており、周囲の街並みの景観と調和しているか 

④立地性 植栽されている場所は、樹木の生育に支障がない場所か 

⑤歴史性 由緒や謂れがある樹木か 

⑥視認性 樹木を敷地内及び敷地外から視認することができるか 

⑦大きさ 
樹木の大きさが次のいずれかの条件を超えているか 

（高さ：１５ｍ、樹冠幅：３ｍ、幹周：１.５ｍ） 

 

（４）総合判定 

 「総合判定Ａ」「総合判定Ｂ」の中から追加指定候補樹木を選定。 

（総合判定の内容） 

記号 判定 内容 

Ａ 優れている 「追加指定候補樹木」として適切と思われる 

Ｂ ふさわしい 「追加指定候補樹木」になり得る可能性がある 

Ｃ 特段の難はない 「追加指定候補樹木」として適切とは言い難い 

Ｄ 難あり 「追加指定候補樹木」には成り得ない 

  



資料１－１ 

7 

参考資料５ 

＜関係法令等＞ 

 

○京都市緑化の推進及び緑の保全に関する条例（平成7年3月9日制定）（抄） 

（保存樹等の指定） 

第６条 市長は、市街地内に存し、かつ、市民に親しまれている樹木又は樹木の集団（以下「樹木

等」という。）で、その規模、樹容等が別に定める基準に適合しているものを、その所有者の同

意を得て、保存樹又は保存樹の集団（以下「保存樹等」という。）として指定することができる。 

２ 前項の規定は、次に掲げる樹木等については、適用しない。 

(１) 文化財保護法第109条第１項の規定による指定、同法第110条第１項の規定による仮指定若

しくは同法第132条第１項の規定による登録又は同法第182条第２項の規定に基づく条例の規

定による指定を受けた樹木等 

(２) 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第２条第１項の規定により指定

された樹木等 

(３) 国又は地方公共団体の所有又は管理に係る樹木等 

 

○京都市緑化の推進及び緑の保全に関する条例施行規則（平成7年3月29日制定）（抄） 

（保存樹等の指定の基準） 

第３条 条例第６条第１項に規定する別に定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(１) 樹木については、その規模が次のいずれかに該当していること。 

ア 1.2メートルの高さにおける幹の周囲（株立ちした樹木にあっては、各幹の周囲の合計

に10分の７を乗じて得た長さ。以下同じ。）が1.5メートル以上であること。 

イ 高さが15メートル以上であること。 

ウ 樹冠の最小幅が３メートル以上であること。 

(２) 樹木の集団については、その規模が次のいずれかに該当していること。 

ア 生け垣を構成している樹木の集団にあっては、当該生け垣の長さが20メートル以上であ

ること。 

イ アに該当しない樹木の集団にあっては、その存する土地の面積が500平方メートル以上

であること。 

(３) 樹容が、美観上優れており、周辺の町並みの景観と調和し、かつ、次のいずれかに該当し

ていること。 

ア 当該樹木の固有の形状を保っていること。 

イ 剪定等により良好な形状を保っていること。 

 

○京都市「区民の誇りの木」選定事業実施要綱（平成11年10月4日制定）（抄） 

（「区民の誇りの木」の選定） 

第２条 「区民の誇りの木」の選定は、次条第１項の規定により各区において募集し、応募された

樹木を第４条第１項に規定する委員会が選定する。 

（「区民の誇りの木」の推薦） 

第３条 事業を行う区の区民及び事業者は、次項の「区民の誇りの木」を、次条第１項に規定する

委員会が定めた期間内に、推薦することができる。 

２ 「区民の誇りの木」とは、区民又は事業者が誇りに思い、次の世代に伝えていきたいと思う樹

木であり、容易にその姿を見ることができる樹木とする。 

 


